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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　次の成分（Ａ）と成分（Ｂ）とを組み合わせてなる吹付け材料。
（Ａ）（ａ１）セメントと、（ａ２）アルカリ金属硫酸塩と、（ａ３）ゲルパーミエーシ
ョンクロマトグラフィーによって測定されるポリエチレンオキサイド換算分子量における
重量平均分子量（Ｍｗ）が１０，０００～５０，０００、Ｚ平均分子量（Ｍｚ）が１００
，０００未満であるポリカルボン酸系高分子化合物を含む減水剤をセメント１００質量部
に対し固形分換算で０．１質量部以上とを含有するモルタル
（Ｂ）硫酸アルミニウムを有効成分とする液体急結剤
【請求項２】
　前記ポリカルボン酸系高分子化合物の多分散度〔重量平均分子量（Ｍｗ）／数平均分子
量（Ｍｎ）〕が２．２以下である請求項１記載の吹付け材料。
【請求項３】
　（ａ２）アルカリ金属硫酸塩の含有量がセメント１００質量部に対して１～５質量部で
ある請求項１又は２記載の吹付け材料。
【請求項４】
　（Ａ）（ａ１）セメントと、（ａ２）アルカリ金属硫酸塩と、（ａ３）ゲルパーミエー
ションクロマトグラフィーによって測定されるポリエチレンオキサイド換算分子量におけ
る重量平均分子量（Ｍｗ）が１０，０００～５０，０００、Ｚ平均分子量（Ｍｚ）が１０
０，０００未満であるポリカルボン酸系高分子化合物を含む減水剤をセメント１００質量
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部に対し固形分換算で０．１質量部以上と（ａ４）水とを混合して得られたモルタルに、
該モルタル製造後６０分以内に（Ｂ）硫酸アルミニウムを有効成分とする液体急結剤を混
合して吹付けることを特徴とする湿式吹付け工法。
【請求項５】
　前記ポリカルボン酸系高分子化合物の多分散度〔重量平均分子量（Ｍｗ）／数平均分子
量（Ｍｎ）〕が２．２以下である請求項４記載の湿式吹付け工法。
【請求項６】
　（ａ２）アルカリ金属硫酸塩の含有量がセメント１００質量部に対して１～５質量部で
ある請求項４又は５記載の湿式吹付け工法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は液体急結剤を使用する吹付け材料及び湿式吹付け工法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　トンネル切削工事では、切削した地山に急結剤を混合したコンクリートを吹付けること
で崩落を防いでいる。このような急結剤の一つとして、カルシウムアルミネートを主成分
とし、アルミン酸ナトリウムや炭酸ナトリウムを混合した粉体急結剤が開発されている（
例えば特許文献１，２等）。粉体急結剤は吹付け直後からの強度発現が優れる一方、ベー
スのコンクリートと圧縮エアで搬送された粉体急結剤とを吹付け先端部で合流混合するた
め粉じんが多くなり作業環境の悪化が懸念される。
　一方、粉じん発生量の少ない吹付け方法として、急結剤をスラリー化し、かつ、コンク
リートと、アルカリ金属アルミン酸塩を溶解した液を混合して施工する方法（特許文献３
）、硫酸アルミニウム等の水溶液を成分の一つとした液体急結剤を使用する方法（例えば
特許文献４）が提案されている。しかしながら、急結剤をスラリー化する方法は、現場に
てスラリーを製造するための特別の設備が必要になる等施工が煩雑になる問題があり、液
体急結剤を使用する方法では一般的に短期強度の発現性が低いことが大きな課題となって
いる。
　そこで、液体急結剤を使用した吹付け材料において高い急結性を得る手段として、アル
カリ金属硫酸塩と遅延剤を併用した技術が提案されている（特許文献５）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特公昭６０－４１４９号公報
【特許文献２】特公昭５６－２７４５７号公報
【特許文献３】特開平５－１３９８０４号公報
【特許文献４】特開２００２－０４７０４８号公報
【特許文献５】特開２０１２－３６０２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、遅延剤はセメントの水和への影響が敏感であり、また温度環境による影
響も大きいことから、その添加量の管理が難しい。このため、添加量が少なすぎて可使時
間の確保が十分できなかったり、逆に過剰添加してしまうことによって初期の急結性を阻
害し付着性が悪化したり、短期強度発現性が大きく低減する等の問題が生じる虞がある。
　従って、本発明の課題は、短期強度の発現性が低い液体急結剤を用いる吹付け工法にお
いて、モルタル（コンクリート）が十分な可使時間を有し、かつ良好な短期強度発現性を
有する吹付け材料及び吹付け工法を実用に供しやすい技術として提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
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　そこで、本発明者は、液体急結剤を用いる吹付け材料について鋭意検討を重ねた結果、
アルカリ金属硫酸塩と特定の分子量分布を有するポリカルボン酸系減水剤を一定量併用す
ることによって、前記課題を解決できることを見出し、発明を完成した。
【０００６】
　すなわち、本発明は、次の〔１〕～〔６〕を提供するものである。
【０００７】
〔１〕次の成分（Ａ）と成分（Ｂ）とを組み合わせてなる吹付け材料。
（Ａ）（ａ１）セメントと、（ａ２）アルカリ金属硫酸塩と、（ａ３）ゲルパーミエーシ
ョンクロマトグラフィーによって測定されるポリエチレンオキサイド換算分子量における
重量平均分子量（Ｍｗ）が１０，０００～５０，０００、Ｚ平均分子量（Ｍｚ）が１００
，０００未満であるポリカルボン酸系高分子化合物を含む減水剤をセメント１００質量部
に対し固形分換算で０．１質量部以上とを含有するモルタル
（Ｂ）硫酸アルミニウムを有効成分とする液体急結剤
【０００８】
〔２〕前記ポリカルボン酸系高分子化合物の多分散度〔重量平均分子量（Ｍｗ）／数平均
分子量（Ｍｎ）〕が２．２以下である〔１〕記載の吹付け材料。
〔３〕（ａ２）アルカリ金属硫酸塩の含有量がセメント１００質量部に対して１～５質量
部である〔１〕又は〔２〕記載の吹付け材料。
〔４〕（Ａ）（ａ１）セメントと、（ａ２）アルカリ金属硫酸塩と、（ａ３）ゲルパーミ
エーションクロマトグラフィーによって測定されるポリエチレンオキサイド換算分子量に
おける重量平均分子量（Ｍｗ）が１０，０００～５０，０００、Ｚ平均分子量（Ｍｚ）が
１００，０００未満であるポリカルボン酸系高分子化合物を含む減水剤をセメント１００
質量部に対し固形分換算で０．１質量部以上と（ａ４）水とを混合して得られたモルタル
に、該モルタル製造後６０分以内に（Ｂ）硫酸アルミニウムを有効成分とする液体急結剤
を混合して吹付けることを特徴とする湿式吹付け工法。
〔５〕前記ポリカルボン酸系高分子化合物の多分散度〔重量平均分子量（Ｍｗ）／数平均
分子量（Ｍｎ）〕が２．２以下である〔４〕記載の湿式吹付け工法。
〔６〕（ａ２）アルカリ金属硫酸塩の含有量がセメント１００質量部に対して１～５質量
部である〔４〕又は〔５〕記載の湿式吹付け工法。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の吹付け材料を用いれば、液体急結剤を用いているにもかかわらず、施工性に優
れ、かつ短期強度発現性にも優れた吹付け施工を行うことができる。また、粉じんが少な
く環境に優しく、かつ経済的な吹付け施工を行うことができる。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の吹付け材料は、次の成分（Ａ）〔モルタル〕と成分（Ｂ）〔液体急結剤〕とを
組み合わせてなる。
（Ａ）（ａ１）セメントと、（ａ２）アルカリ金属硫酸塩と、（ａ３）ゲルパーミエーシ
ョンクロマトグラフィーによって測定されるポリエチレンオキサイド換算分子量における
重量平均分子量（Ｍｗ）が１０，０００～５０，０００、Ｚ平均分子量（Ｍｚ）が１００
，０００未満であるポリカルボン酸系高分子化合物を含む減水剤をセメント１００質量部
に対し固形分換算で０．１質量部以上とを含有するモルタル。
（Ｂ）硫酸アルミニウムを有効成分とする液体急結剤。
【００１１】
　（Ａ）モルタルに用いられる（ａ１）セメントとしては、種々のものを使用することが
でき、例えば、ポルトランドセメントを使用することができる。そのようなポルトランド
セメントとしては、例えば、普通、早強、超早強、低熱及び中庸熱等の各種ポルトランド
セメント、エコセメント等が挙げられる。これらのセメントは、いずれか１種を選択して
使用することもできるが、２種以上のセメントを組み合わせて使用してもよい。この中で
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、短期強度発現性の点から、早強ポルトランドセメントが好ましい。
【００１２】
　（Ａ）モルタルに用いられる（ａ２）アルカリ金属硫酸塩としては硫酸ナトリウム、硫
酸カリウム、硫酸リチウムをいずれも使用することが可能であるが、硫酸ナトリウムが安
価であるためより好ましい。
　アルカリ金属硫酸塩の使用量は、十分な初期強度向上性能を得る点及び可使時間を確保
する点から、セメント１００質量部に対して１～５質量部が好ましく、１．５～４質量部
がより好ましく、２．０～４．０質量部がさらに好ましい。
【００１３】
　（Ａ）モルタルに用いられる（ａ３）減水剤は、ゲルパーミエーションクロマトグラフ
ィー（ＧＰＣ）によって測定されるポリエチレンオキサイド（ＰＥＯ）換算分子量におい
て、重量平均分子量（Ｍｗ）が１０，０００～５０，０００であって、Ｚ平均分子量（Ｍ
ｚ）が１００，０００未満であるポリカルボン酸系高分子化合物を含有する減水剤である
。
　ポリカルボン酸系高分子化合物の重量平均分子量が１０，０００～５０，０００の範囲
外、又はＺ平均分子量（Ｍｚ）が１００，０００以上の場合、さらにはポリカルボン酸系
減水剤以外の減水剤、例えばナフタレンスルホン酸塩系、メラミンスルホン酸塩系、リグ
リンスルホン酸塩系の減水剤を用いた場合は、モルタルの可使時間を６０分以上保持し、
かつ液体急結剤添加後の短期強度の発現性に優れた吹付け材料が得られない。
　前記ポリカルボン酸系高分子化合物のＭｗは、より良好な短期強度発現性を得るという
点から、３０，０００～５０，０００が好ましい。
　また、前記ポリカルボン酸系高分子化合物のＺ平均分子量（Ｍｚ）は、Ｍｗ以上１００
，０００未満が好ましく、６０，０００以上８０，０００未満がより好ましい。さらに、
前記ポリカルボン酸系化合物の多分散度〔重量平均分子量（Ｍｗ）／数平均分子量（Ｍｎ
）〕は、２．３以下であるのが、モルタルの可使時間を６０分以上保持し、液体急結剤添
加後の短期強度の発現性の点で好ましく、２．２以下であるのがより好ましく、２．１以
下であるのがさらに好ましい。なお、多分散度は１以上である。
【００１４】
　ここで、各分子量の定義は下記のとおり。
Mn＝Σ(Mi・Ni)／ΣNi　＝ΣCi／Σ(Ci/Mi)
Mw＝Σ(Mi2・Ni)／Σ(Mi・Ni)　＝Σ(Ci・Mi)／ΣCi
Mz＝Σ(Mi3・Ni)／Σ(Mi2・Ni)　＝Σ(Ci・Mi2)／Σ(Ci・Mi)
（ここで、Nはポリマー分子の数、Mは分子量、Cは試料濃度（wt./vol.））
【００１５】
　（ａ３）ポリカルボン酸系高分子化合物を含む減水剤の使用量は、セメント１００質量
部に対して固形分換算で０．１質量部以上であるのが、十分な可使時間を得る点で重要で
ある。（ａ３）減水剤の使用量は、十分な可使時間を得る点及び十分な初期強度を得る点
から、セメント１００質量部に対して固形分換算で０．１～０．８質量部が好ましく、０
．１５～０．８質量部がより好ましく、０．２５～０．５質量部がさらに好ましい。
【００１６】
　本発明の吹付け材料に配合されるポリカルボン酸系高分子化合物の構成成分としては、
例えば、ポリアルキレングリコール鎖を有するポリカルボン酸系高分子化合物を含むもの
が挙げられる。
　当該ポリカルボン酸系高分子化合物としては、特に限定されず、例えばポリアルキレン
グリコール鎖を有する（メタ）アクリル酸系共重合体及びポリアルキレングリコール鎖を
有するマレイン酸系共重合体等が挙げられ、これらは１種でも２種以上を混合して用いて
もよい。
【００１７】
　これらのうち（メタ）アクリル酸系共重合体としては、基－ＣＯＯＭ（式中、Ｍは水素
原子、アルカリ金属、アルカリ土類金属、アンモニウム又は有機アミンを示す）及びポリ
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アルキレングリコール鎖を有する（メタ）アクリル酸系共重合体が好ましいものとして挙
げられる。
【００１８】
　上記（メタ）アクリル酸系共重合体の基－ＣＯＯＭ中のＭは、水素原子；ナトリウム、
カリウム等のアルカリ金属；カルシウム、マグネシウム等のアルカリ土類金属；アンモニ
ウム又は有機アミンが好ましい。
【００１９】
　さらに（メタ）アクリル酸系共重合体の好ましいものとしては、全構成単位中に、下記
式（１）で示される構成単位（１）を４０～８０モル％、下記式（２）で示される構成単
位（２）を２～２５モル％、下記式（３）で示される構成単位（３）を３～２０モル％及
び下記式（４）で示される構成単位（４）を１～４５モル％の割合で含む共重合体である
。なお、構成単位のモル％は、（１）～（４）の全構成単位を１００モル％とした場合の
夫々の構成単位のモル％を示す。
【００２０】

【化１】

【００２１】
〔式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ4及びＲ5は同一若しくは異なって水素原子又はメチル基を示し、Ｒ
3及びＲ6は炭素数１～３のアルキル基を示し、Ｍ1は水素原子、アルカリ金属、アルカリ
土類金属、アンモニウム又は有機アミンを示し、Ｘは－ＳＯ3Ｍ

2又はＯ－Ｐｈ－ＳＯ3Ｍ
2

（ここで、Ｍ2は水素原子、アルカリ金属、アルカリ土類金属、アンモニウム又は有機ア
ミンを示し、Ｐｈはフェニレン基を示す）を示し、ｎは２～２００の整数を示す〕
【００２２】
　Ｒ3及びＲ6としては、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、ｉ－プロピル基が挙げら
れ、就中メチル基が好ましい。また、Ｍ1としては、ナトリウム、カリウム、カルシウム
、マグネシウム、アルカノールアミン等が好ましく、特に、水に対する溶解性の面からナ
トリウムが好ましい。また基Ｘ中のＭ2としては、ナトリウム、カリウム等のアルカリ金
属原子、カルシウム、マグネシウム等のアルカリ土類金属、アンモニウム及びエタノール
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アミン等のアルカノールアミン等の有機アミンが挙げられる。これらのうちＸとしては、
－ＳＯ3Ｎａが好ましい。また、（４）式中のｎは２～２００であるが、５～１０９が好
ましい。
【００２３】
　本発明における（Ａ）モルタルは遅延剤を実質的に含まないのが好ましい。本明細書に
おいて、「遅延剤を実質的に含まない」とは、遅延剤の含有量が、セメント１００質量部
に対して、０．０１質量部未満であることを指し、０質量部であってもよい。本発明に係
るモルタルによれば、遅延剤を添加することなく、アルカリ金属硫酸塩と特定のポリカル
ボン酸系減水剤の配合量の調整によって、適切な可使時間を調整することができる。遅延
剤を添加して可使時間を調整した場合は、短期強度の発現が悪くなりやすいことから好ま
しくない。
　ここでの遅延剤は、通常セメント、コンクリート用に使用されている有機系の遅延剤を
指し、例えば、短鎖脂肪酸等の分子量が比較的小さく、カルボキシル基を有する有機酸又
はその塩（ただし、上記ポリカルボン酸系高分子化合物は除く。）、糖類、糖アルコール
が挙げられる。具体的には、ギ酸、酢酸、プロピン酸、酪酸、吉草産、ヘプタン酸、サリ
チル酸、安息香酸、フタル酸、ピルビン酸、ガラクトン酸、酒石酸、フマル酸、コハク酸
、リンゴ酸、クエン酸、アジピン酸、ヘプトン酸、乳酸、テレフタル酸、グルコン酸、ウ
ロン酸又はそれらの塩、ショ糖、ラクトース、マンノース、グルコース、ガラクトース、
フルクトース、ソルビトール、アラビトール等が挙げられる。
【００２４】
　また、本発明における（Ａ）モルタルには、発明の効果を損ねない範囲で、各種混和剤
（材）が添加されることを妨げるものではない。各種混和剤としては、例えば増粘剤、膨
張材、収縮低減剤、急硬材、防錆剤、防凍剤、顔料、消泡剤、発泡剤、繊維、ポリマー、
シリカフューム、石灰石微粉末、高炉スラグ微粉末、フライアッシュ等が挙げられ、これ
らを一種又は二種以上添加することができる。
【００２５】
　本発明で使用する（Ｂ）液体急結剤は、硫酸アルミニウムを有効成分とする液体急結剤
である。該液体急結剤は、通常、粉末状の硫酸アルミニウム（又はその水和物）を水と混
ぜ、水溶液として調製されるが、特にこれに限定されるものではない。可溶性アルミニウ
ム成分と硫酸等の硫黄源を調整して、硫酸アルミニウムを水溶液として調製したものと同
じ効果をもたらすものであってもかまわない。また、（Ｂ）液体急結剤には、本発明の特
長が損なわない程度において、さらに他の成分を添加することを妨げない。他の成分とし
ては、例えば、沈降性シリカ、アルカノールアミン等が挙げられる。液体急結剤中の硫酸
アルミニウム含有量は、１５質量％以上が好ましく、３０～６５質量％がより好ましく、
４０～６０質量％がさらに好ましい。
　液体急結剤の使用量は、十分な急結性を得る点及び見かけの水セメント比の向上による
長期強度低下を防止する点から、セメント１００質量部に対して２～２０質量部が好まし
く、３～１５質量部がより好ましい。
【００２６】
　本発明のモルタル（コンクリート）の製造方法は、特に限定されるものではなく、生コ
ン工場や工事現場に設置した慣用のミキサで各材料を混合すればよい。
　モルタルの水セメント比は、モルタルの粘性を低く保持し、ポンプ圧送性を確保する点
、及び急結性、強度発現性を確保し、吹付け時の剥落を防止する点から、２０～７０％が
好ましく、特に２５～６０％が好ましい。
【００２７】
　本発明の吹付け工法は、湿式であり、（Ａ）（ａ１）セメントと、（ａ２）アルカリ金
属硫酸塩と、（ａ３）ゲルパーミエーションクロマトグラフィーによって測定されるポリ
エチレンオキサイド換算分子量における重量平均分子量（Ｍｗ）が１０，０００～５０，
０００、Ｚ平均分子量（Ｍｚ）が１００，０００未満であるポリカルボン酸系高分子化合
物を含む減水剤をセメント１００質量部に対し固形分換算で０．１質量部以上と（ａ４）
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水とを混合して得られたモルタルに、該モルタル製造後６０分以内に（Ｂ）硫酸アルミニ
ウムを有効成分とする液体急結剤を混合して吹付けることを特徴とする。
【００２８】
　吹付け装置及び急結剤添加装置も、液体急結剤用として公知の装置を任意に使用するこ
とができる。
　本発明のモルタルは、遅延剤を添加しなくとも、６０分以上の可使時間を得ることがで
きる。通常はモルタルの製造後、６０分以内にモルタルを吹付けノズルの筒先までポンプ
で圧送し、ノズルの筒先で液体急結剤が添加混合され、吹付け施工が行われる。
【実施例】
【００２９】
　次に実施例を挙げて本発明をさらに詳細に説明する。
【００３０】
＜使用材料＞
　セメントａ：早強ポルトランドセメント（太平洋セメント株式会社製）
　セメントｂ：普通ポルトランドセメント（太平洋セメント株式会社製）
　セメントｃ：エコセメント（太平洋セメント株式会社製）
　アルカリ金属硫酸塩Ａ：無水硫酸ナトリム（市販品）
　アルカリ金属硫酸塩Ｂ：硫酸カリウム（市販品）
　アルカリ金属硫酸塩Ｃ：硫酸リチウム（市販品）
　ポリカルボン酸系減水剤Ａ：Ｍｚ＝１１１，７９６（市販品）
　ポリカルボン酸系減水剤Ｂ：Ｍｚ＝５３，３７７（市販品）
　ポリカルボン酸系減水剤Ｃ：Ｍｚ＝６３，４７７（市販品）
　リグニン酸系減水剤：（市販品）
　メラミン酸系減水剤：（市販品）
　細骨材：栃木県産珪砂
　液体急結剤：硫酸アルミニウム系アルカリフリー液体急結剤（市販品）
【００３１】
＜ポリカルボン酸系減水剤のＧＰＣ測定＞
　以下にＧＰＣの測定条件を記す。
・装置：ビルトアップＧＰＣシステム（東ソー製、島津製作所製）
・カラム：ＴＳＫｇｅｌ　ＧＭＰＷＸＬ（７．８ｍｍＩ．Ｄ．×３０ｃｍ）×２本（東ソ
ー製）
・検出器：ＲＩ検出器　ｐｏｌａｒｉｔｙ（＋）
・溶離液：０．２ｍｏｌ／Ｌ　リン酸バッファー（ｐＨ＝７）／アセトニトリル＝９／１
・流速：１．０ｍＬ／ｍｉｎ．
・濃度：１ｍｇ／ｍＬ
・注入量：１００μＬ
・カラム温度：４０℃
・試料前処理：試料を秤量し、所定量の溶離液を加えて室温で一晩静置溶解させ、穏やか
にふり混ぜた後、０．５μｍのセルロースアセテートカートリッジフィルターでろ過した
。
・検量線：ポリエチレンオキサイド（ＰＥＯ）を用いた３次近似曲線。得られる分子量は
ポリエチレンオキサイド換算分子量となる。
　各ポリカルボン酸系減水剤のＧＰＣ測定の結果を表１に示す。測定は２回行い、その平
均値をとった。
【００３２】
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【表１】

【００３３】
＜試験方法＞
・フロー試験：ＪＩＳ　Ｒ　５２０１に準拠し練上り直後、３０分後、６０分後のモルタ
ルフローを測定した。
・圧縮強度試験：急結剤を混合し、４×４×１６ｃｍの型枠に成型した試験体の材齢３時
間での圧縮強度を測定した。
【００３４】
（実施例１）
　セメントとして早強セメントを使用し、２０℃環境下にてモルタルを練混ぜた後に急結
剤を添加し、各種試験を実施した。各配合と試験結果を表２に示す。
【００３５】
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【表２】

【００３６】
（実施例２）
　セメントとして普通セメント及びエコセメントを使用し、減水剤としてポリカルボン酸
系減水剤Ｃを使用し、２０℃環境下にてモルタルを練混ぜた後に急結剤を添加し、各種試
験を実施した。各配合と試験結果を表３に示す。
【００３７】
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【表３】

【００３８】
（実施例３）
　実機吹付け試験を実施した。パン型ミキサに早強セメント、細骨材、硫酸ナトリウム、
ポリカルボン酸系減水剤Ｃを及び水を所定量投入した。モルタルの配合は、水セメント比
が３３％、砂セメント比が１、硫酸ナトリウムの添加率がセメントに対して２．５質量％
、ポリカルボン酸系減水剤の添加率がセメントに対して０．２５質量％とし、配合量の合
計が６０リットルとなるように調整し、３分間混練してモルタル試料とした。練混ぜたモ
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ルタルをモルタルポンプで圧送、筒先にてリングガンを用いて液体急結剤を混合し、吹付
けを実施した。吹付けはシートで閉鎖し無風状態とした模擬トンネル内で、Ｌ型擁壁の地
面に垂直な壁面に向かって行った。１回の吹付け量は１２０リットル、モルタルの吐出量
と液体急結剤の使用量から算定した液体急結剤の添加量はセメントに対し６．６質量％で
あった。
　吹付けの施工性は目視にてモルタルの圧送性、吹付けモルタルの付着性、粉じん量を評
価した。また、材齢３時間の強度はプルアウト試験による測定値から推定圧縮強度を算定
した。
　実機吹付け試験の結果を以下に示す。約３０分の吹付け実施中、モルタルの圧送性に支
障はなく良好であった。モルタルの付着性は良好であり、粉じん発生も目視ではほとんど
認められなかった。３時間の推定圧縮強度も６．６４Ｎ／ｍｍ2と充分な短期強度発現性
が確認された。
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